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賞与支払時の各保険の保険料計算について 

賞与支給の時期となりました。保険料計算は下記を参考にして下さい。 

           

 

 

 
 

※ ｢標準賞与額｣とは賞与支給額の 1,000 円未満を切り捨てた額 

※  円未満端数処理は 50 銭以下切り捨て、51 銭以上は１円に切り上げ 

 

              

※  円未満端数処理は 50 銭以下切り捨て、50 銭 1 厘以上は 1円に切り上げ 

   ただし、慣習の場合、「円未満を切り捨て」でも可 

㊟※賞与支給月に退職等で資格喪失した場合（退職日の翌日が賞与支給月の場合）、健康保険・ 

  介護保険・厚生年金保険料は徴収しません。もし徴収してしまった場合は、最後の給与で 

  返金して下さい）。雇用保険料のみ徴収します。ただし、月末退職の場合は全て徴収します。 

 
平成２６年４月 1日以降に開始する育児休業から 

育児休業給付金の支給率を引き上げます！  
 

雇用保険の育児休業給付金は、平成２６年４月１日以降に開始する育児休業※からは育児 

休業を開始してから１８０日目までは、休業開始前の賃金の６７％となります。 

※平成２６年３月３１日までに開始された育児休業および１８１日目からは、従来通り休 

業開始前の賃金の５０％が支給されます。 
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2014 年 6 月 2 日 

日 

吉田労務管理センター 事務所だより 

雇用保険料 賞与支給額×1000 分の 5（建設業は 1000 分の 6） 

健康保険料 

介護保険料 

厚生年金保険

料 

標準賞与額 × 1000 分の 85.6（保険料上限 128,400 円） 

標準賞与額 × 1000 分の 8.6（保険料上限 46,440 円） 

標準賞与額 × 1000 分の 50.15（保険料上限 270,810 円） 

出産 

育児休業開始 

８週間 １８０日 

１歳 

１歳 

2 か月 

母親 

父親 

産後休業期間 給付率６７％（従来の給付率

５０％から変更） 給付率５０％ 

給付率６７％（従来の給付

率５０％から変更） 給付率５０％ 

１８０日 

育児休業開始 

「パパ・ママ育休プラス制度」を利

用して子どもが１歳２か月に達す

る日まで育児休業をした場合 



広島県の支援制度をぜひご利用ください！ 

●いきいきパパの育休奨励金（詳細は事務所だより Vol.114 をご覧ください） 

男性従業員が１週間以上の育児休業等を取得した中小企業等に奨励金を支給します。 

【支給額】 

 １週間以上１か月未満 １か月以上 

１人目 ２０万円 ３０万円 

２人目～５人目 １０万円 ２０万円 

●仕事と家庭の両立支援に資金が必要なら 

（保育施設の設置、代替要員の確保等に必要な運転資金・設備資金に要する費用） 

中小企業に対する広島県の長期・低利の融資制度（※１）をご活用ください。 

①一般事業主行動計画（※２）を実施する場合 

②男性労働者が育児休業を取得又は取得する予定がある場合（※３） 

※１ 融資の決定は、最終的に取扱金融機関の判断によって行われます。 

※２ 事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るため、雇用環境の整備や労働条件の整

備などに取り組むにあたって策定する計画です。 

※３ 最近６ヶ月以内に男性労働者が育児休業等を５日（勤務を要しない日を除く）以上

連続して取得又は融資申込日から６か月以内に育児休業等を５日以上連続して取得

する予定がある場合が対象です。 

【資金使途】 

①一般事業主行動計画を実施する場合 

 事業所内保育施設の設置、育児休業者の代替要員の確保など一般事業主行動計画の実施 

に必要な運転・設備資金 

②男性労働者が育児休業等を取得又は取得する予定がある場合 

 事業活動全般に必要な運転・設備資金 

融資限度額 ７０００万円 

融資期間 
運転資金／ ７年以内（据置１年以内） 

設備資金／１０年以内（据置３年以内） 

貸出 

利率 

区分 
変動金利 

(信用保証付) 

変動金利 

(信用保証無) 

固定金利 

(信用保証付) 

固定金利 

(信用保証無) 

運転資金(設備

資金との併用

の場合を含む) 

１．４７％ １．７７％ １．６７％ １．９７％ 

設備資金 ０．４７％ ０．７７％ ０．６７％ ０．９７％ 

●働く女性の就業継続応援奨励金（詳細は事務所だより Vol.140 をご覧ください) 

女性が出産・子育てにより退職せず、イキイキと働き続けられるよう、女性従業員を 

対象とした「働く女性応援研修会」を実施します。この研修会を受講した方が企業内 

で報告会や勉強会を実施した場合、企業等に対して奨励金（１０万円）を支給します。 

お問い合わせ先    広島県 健康福祉局  ＴＥＬ（０８２）５１３－３４１９※

今号の詳細については、当事務所の担当者までお問い合わせください。 

中小 

企業 

企業

等 

中小 

企業 
平成 26 年度から拡充！ 

平成２６年度は設備

資金の貸出利率を

１％引下げ！ 


